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○札幌市営企業調査審議会条例 

昭和40年12月15日 
条例第32号 

題名…改正(昭和57年3月条例第8号) 
 

(設置) 
第1条 本市の公営企業(以下「公営企業」という。)に関する諸施策の運営に資するため、
札幌市営企業調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

 
(所掌事務) 

第2条 審議会は、公営企業に関し、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項につき調
査審議する。 
(1) 運営管理の方針に関すること 
(2) 財政に関すること 
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること 

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して市長に意見を申し出るこ
とができる。 

 
(組織) 

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。 
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 
 

(任期) 
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、
再任を妨げない。 

 
(会長及び副会長) 

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 
2 会長は、会務を総理する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 

(部会) 
第6条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。 
2 部会所属の委員は、会長が指名する。 
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。 
 

(会議) 
第7条 審議会は、会長が招集する。 
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
 

(庶務) 
第8条 審議会の庶務は、総務局において処理する。 
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(補則) 

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 
 

附 則 
1 この条例は、公布の日から施行する。 
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕 
 

附 則(昭和57年条例第8号)抄 
(施行期日) 

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。 
(経過措置) 

5 この条例施行の際、現に札幌市営企業等調査審議会の委員の職にある者は、この条例
の施行の日において札幌市営企業調査審議会の委員とみなす。 

 
附 則(平成11年条例第39号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
2 この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員である者(札幌市青少年問題協議
会の委員で関係行政機関の職員のうちから委嘱されたものを除く。)の任期は、なお従
前の例による。 
(1) 札幌市青少年問題協議会 
(2) 札幌市営企業調査審議会 
(3) 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会 
(4) 札幌市奨学審議委員会 
(5) 札幌市教科用図書選定審議会 

3、4 省略 
 
 



 

 

 

普通浴場の下水道使用料負担の

あり方に関する答申（案） 

 

 

 

 

 

平成１９年９月２７日 

 

 

 

札幌市営企業調査審議会 
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は じ め に 

札幌市では、昭和 51 年の下水道条例改正により、普通浴場の下

水道使用料について、これを徴収しない減免の措置が講じられてき

ました。 

これは、普通浴場が地域住民の保健衛生上必要不可欠な施設とし

て公共性が高く、また、入浴料が物価統制令の規定に基づき低額に

抑えられていること、地域住民の普通浴場利用確保のため普通浴場

の経営の安定が欠かせないことに鑑みたものです。 

このたび、市長から「普通浴場の下水道使用料負担のあり方」に

ついて、平成 19 年 6 月 15 日に諮問を受けました。 

この諮問は、普通浴場の下水道使用水量が昭和 51 年の条例改正

時に比べ大幅に増大していることが明らかとなり、「財政構造改革プ

ラン」に基づいた受益者負担の適正化の観点から、札幌市において

普通浴場の排水実態に応じた負担の公平性を図るべく下水道使用料

全額減免の取り扱いについて見直しをしてきた経緯が背景にありま

す。 

本審議会は、札幌公衆浴場商業協同組合及び大型公衆浴場協議会

からの直接意見聴取をはじめ、普通浴場に関わる各方面の意見、他

都市における普通浴場の下水道使用料負担の現状を勘案し、慎重に

審議した結果、ここに結論を得たので、次のとおり答申します。 
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１ 下水道使用料全額減免の見直しについて 

「はじめに」において述べたように、札幌市は、昭和 51 年の

下水道条例改正から、普通浴場に関わる下水道使用料について、

これを徴収しない減免措置を講じてきています。また、公衆浴場

の確保のための特別措置に関する法律（昭和 56 年法律第 68 号）

の目的に記されているように、公衆浴場について特別措置を講ず

るよう努めることにより住民のその利用機会の確保を図り、もっ

て公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与する

ことが求められてきました。なお、減免分の使用料については、

札幌市営企業調査審議会の答申（平成 8 年 12 月 26 日）を受け、

一般会計から下水道会計へ繰り入れられています。 

しかし、札幌市においては従来からの普通浴場に、大規模の普

通浴場も加わるなど、同じ普通浴場とはいえ、その多様化が進み、

下水道使用料の減免制度導入時とは状況が変化しているのが現

状です。従来の普通浴場の廃業が相次いだこともあり、平成 17

年 4 月から札幌市では普通浴場許可の際の審査基準に施設面積等

による制限を設けました。このことにより、それ以降大規模な普

通浴場が新たに普通浴場として許可されることはなくなりまし

た。また、排水量の実態調査により、普通浴場の排水量が大幅に

増加していることも判明しています。 

札幌市が平成 16 年に策定した「財政構造改革プラン」の基本

原則をはじめとして、現在は受益者負担という原則の徹底が市民

のコンセンサスを得ていると判断されます。加えて、物価統制令

により北海道内の普通浴場では同一入浴料金が設定されている

中、道内他都市の普通浴場では、下水道使用料の一部を負担して

います。  

このようなことから、下水道使用料の全額減免の措置を見直し、

普通浴場に対して排水量の実態に応じた新たな下水道使用料負

担の仕組みの導入が必要であると考えます。 
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２ 普通浴場の下水道使用料負担のあり方について 

２－１ 下水道使用料負担を求める際に考慮すべき視点 

(1) 普通浴場利用者である市民と納税者である市民の視点 

普通浴場利用者にとって、普通浴場は住民の公衆衛生の向上

と増進に欠くことのできない極めて重要な施設です。 

特に、従来型の中小普通浴場は自家風呂の普及による入浴客

数の減少、経営者の高齢化、後継者不足等の理由により急速に

その数が減少してきている中、大規模な普通浴場の進出等によ

りその経営が圧迫され、今後さらに廃業が加速されることが推

察されます。また、新たな下水道使用料負担は、従来型普通浴

場の経営に大きな影響を及ぼすことも容易に推測されます。こ

のため、地域住民の普通浴場利用機会の確保のためにも、従来

型の中小普通浴場に対して特段の配慮が必要です。 

一方、納税者である市民の視点からは、普通浴場の下水道使

用料を一般使用料より低廉なものとする場合、受益者負担原則

の徹底、普通浴場の社会的役割等を考慮したものでなければな

りません。 

(2) 普通浴場経営の視点 

受益者負担原則徹底の観点から、適正な負担が求められてい

ます。また、大規模の普通浴場が加わるなど、同じ普通浴場と

はいえ、その経営形態等の多様化が進んでいる現状から、その

規模に応じた負担を求めることを考える必要があります。 

一方、普通浴場の果たしている公共的な役割を考えると、下

水道使用料の新たな負担に伴う浴場経営に対する配慮が必要

です。特に普通浴場として入浴料が統制価格として決められて

いること、ならびに、普通浴場としてその施設等に制約が課さ

れていることを考慮する必要があります。 

(3) 大量排水抑制の視点 

普通浴場の排水量が大幅に増加していることが排水量実態

調査により判明しています。排水量の抑制、すなわち節水は、

札幌圏における健全な水循環･水環境保全のために重要です。



 - 4 - 

大量の排水を下水道に排出している普通浴場に対して節水意

識をより一層向上させ、節水努力を反映した負担の仕組みを考

慮する必要があります。 

(4) 道内他都市の普通浴場における下水道使用料負担とのバラ

ンスの視点 

札幌市内の普通浴場と同一の入浴料金に統制されている北

海道内他都市において、普通浴場は下水道使用料の一部を負担

していることから、札幌市においても下水道使用料の負担を考

える必要があります。 

しかし、負担の仕組みの検討にあたっては、札幌市内の従来

型普通浴場の入浴客数が全道平均より 2 割程度少ないことにも

配慮する必要があります。 

 (5) 公営企業としての下水道事業財政の視点 

札幌市の厳しい財政状況のもと、下水道事業においても限ら

れた財源を有効に活用し、かつ、公営企業として長期的な視点

のもと事業の重点化を図り、コスト意識を持った効率的な事業

運営が求められていることは言うまでもありません。 

普通浴場の排水量実態調査の結果、普通浴場に対しては多額

の下水道使用料が全額減免されていることも明らかとなって

います。加えて、札幌市の極めて厳しい財政状況のもとでは、

これまで実施してきた減免分の使用料の一般会計から下水道

会計へ繰り入れという考え方から、受益者負担原則の徹底への

変更が求められているのが現状です。普通浴場の下水道使用料

負担の仕組みの検討にあたっては、現在の減免分の使用料の一

般会計から下水道会計への繰入相当額の確保について考慮す

る必要があります。 

(6) その他考慮すべき事項 

以上の視点に加え、普通浴場の下水道使用料負担の仕組みの

検討にあたっては、札幌市が実施している公共料金等の減免施

策、他の下水道使用料減免制度、普通浴場以外のいわゆる「そ

の他の浴場」等との関係にも配慮する必要があります。 
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２－２ 下水道使用料の設定について 

上記の「２－１ 下水道使用料負担を求める際に考慮すべき

視点」から、以下の考え方により普通浴場の下水道使用料負担

の仕組みを定めるべきです。 

(1) 現行の累進性を組み込んだ使用料体系を基礎とし、排水量

に応じた負担率を考慮することにより使用料を定める。 

上記の「(1)市民の視点」、「(3)大量排水抑制の視点」から、

排水量が多いほど単価を高くする現行の使用料金の累進性を

維持する必要があります。 

(2) 排水量に応じた負担率とする。 

上記の「(1)市民の視点」、「(2)普通浴場経営の視点」、「(3)

大量排水抑制の視点」、「(5)公営企業としての下水道事業財政

の視点」等に配慮し、負担率を設定するべきです。 

(3) 一定排水量以下の水量については低い負担率とする。 

上記「(1)市民の視点」、「(2)普通浴場経営の視点」、「(4) 道

内他都市の普通浴場における下水道使用料負担とのバランス

の視点」等に配慮し、低い負担率を設定するべきです。 

また、低い負担率を適用する水量については、従来型の普通

浴場の排水量の実態をもとに定める必要があります。 

 

２－３ 経過措置の必要性 

普通浴場に下水道使用料の新たな負担を求めることは、普通

浴場の経営に影響を及ぼすものとなると判断されることから、

何らかの経過措置を考慮する必要があります。 
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お わ り に 

本答申は、普通浴場は地域住民の公衆衛生上必要不可欠な施設で

あり、地域住民の普通浴場利用の確保のため、普通浴場の経営の安

定が欠かせないことに鑑みた上、受益者負担原則徹底の観点から、

普通浴場の下水道使用料負担のあり方について基本的な考えを述べ

たものです。 

本審議会は、札幌市がこの答申の趣旨を十分に尊重され、できる

だけ早い時期に施策を実行に移されるよう期待します。 

札幌市には、普通浴場が、公衆浴場法、公衆浴場法施行条例等の

規定に基づき、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活にお

いて、その健康の保持及び保健衛生上必要不可欠のものとして利用

されるように、より一層の努力を期待します。 

また、下水道使用料の軽減を受ける普通浴場の経営者にも、市民

の理解と協力が得られるように、今後ともより一層の努力を期待し

ます。 



札幌市営企業調査審議会審議経過 
 

 

● 第１回下水道部会 平成１９年７月１２日（木） 

 ・ 普通浴場の下水道使用料全額減免見直しの是非について審議 

● 第２回下水道部会 平成１９年７月２６日（木） 

 ・ 普通浴場の下水道使用料負担のあり方について審議 

・ 答申草案の起草を船水部会長、齋藤部会長代理、石原委員、

板垣委員、渋谷委員、髙橋委員に一任 

○第１回起草委員会 平成１９年８月９日（木） 

○第２回起草委員会 平成１９年８月３０日（木） 

● 第３回下水道部会 平成１９年９月４日（火） 

 ・ 答申草案を審議 

・ 総会へ提出する答申案を決定 

● 第１回総会 平成１９年９月２７日（木）  

・ 下水道部会審議経過を報告 

・ 答申案について審議 

・ 答申決定 


